
棚田地域振興制度について説明会を実施しました。
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棚田地域振興法については、本誌の３ページで
詳しく紹介しています！

https://www.e-toroku.jp/eatlocal2020/

～令和2年度地産地消等優良活動表彰の実施～
地産地消などの優れた活動に対する農林水産大臣賞等表彰の募集を開始

地産地消は、地域の生産者と消費者を結び付け、食料自給率
の向上に貢献するとともに、農林漁業の6次産業化による地域
の活性化にもつながります。また、国産農林水産物の魅力を広
く発信し、消費者の日本の食や農林漁業への理解を促し、国産
農林水産物の消費拡大を推進していくことも重要です。
こうした中、事業者・団体等による地産地消や国産農林水産

物・食品の消費拡大の推進に関する取組を広く募集し、優れた
活動を表彰します。

募集期間：令和2年7月29日（水曜日）
～ 令和2年9月23日（水曜日）必着

農林水産省は、全国各地のそれぞれの立地条件を活かした創意工夫のある様々な地産地消及
び国産農林水産物・食品の消費拡大の取組を募集し、優れた取組を表彰する「地産地消等優良
活動表彰」を実施しています。

（詳しくはこちら）

～ 養父市宮垣地区の棚田～
「棚田地域振興法」を活用し、地域の荒廃を防ぎ
地域振興に関心がある養父市大屋町宮垣地区の区
長・役員及び養父市役所担当者に令和２年７月２
１日に棚田地域振興コンシェルジュである地方参
事官より棚田地域振興法についての説明を行いま
した。

区長から、宮垣地区の現状と課題等について説明
後、当方より棚田地域の定義、指定棚田地域の指
定申請、協議会の組織等の制度について説明。

また、棚田の優良事例の紹介等を行いました。
参加者からは、指定の申請内容、協議会の構成、他の
地域の取組等について、質問があり、今後の指定に向
けて活発に意見交換が行われました。



ひと房ひと房に愛情を込めて！

加東市で家族でぶどう園を営む、岩崎農園の岩崎
弘明さんにお話しを伺いました。

（詳しくはこちら）

農林水産省では、食育を広げるために、ボランティア活動、教育
活動又は農林漁業、食品製造・販売等その他の事業活動を通じて食
育を推進する優れた取組を表彰しており、現在、食育に関する優れ
た取組を募集しています。

応募締切： 令和2年10月30日（金曜日）必着

「第５回食育活動表彰」を募集しています！

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/
5th/boshu.html

就農当時は家族や大学校時代の研修先くらいしか相談相手が
いなかったのですが、平成26年に発足した北播磨地域の若手生
産者の会「プラチナぶどうの会青年部」に参加するようにな
り、仲間が広がりました。同会では、勉強会や先進技術の実証
試験をするなど、栽培技術や品質の向上を目指していて、いつ
も刺激を受けています。

手をかけて丁寧に栽培しているので、味はどれも自信があります
が、おすすめは皮まで食べられるシャインマスカットと、形もおもし
ろい瀬戸ジャイアン。プチっと弾ける食感とともに口の中に甘味が広
がります。

摘粒作業などコツコツとした作業や良いぶどうを作るための試行錯誤も好きで、良いもの
ができ、楽しみにしていたという声をいただくと、嬉しくなります。祖父の代からは周囲の
ぶどう農家も年々減ってきていますが、これからも技術を磨き、ひと房ひと房大事に育てあ
げ、たくさんのお客様の期待に応えたいです。

収穫したぶどうは道の駅や庭先直売、
宅配などで8月～10月にかけて販売。主
力の7品種をはじめ、多品種を栽培してい
るので、黒系、赤系、緑系など3色の詰め
合わせや、販売期間を長くすることがで
き、お客様に喜んでいただいています。

ぶどう園は祖父母が昭和30年代に山を切り拓いて
始め、私で3代目です。自分では特に決意もなく漠
然と農業高校に進学したのですが、高校2年生の頃
には新しい園地が増設されていて（笑）。家族から
は期待されていたのかもしれません。ぶどうの本場、
岡山県の農業大学校で学ぶ頃にはどんどん興味が湧
いてきて、卒業して親元就農し、3年後には親とは
別に管理する園も任され、今年で20年。父母と妻の
4人で、80ａで種無しのぶどうを栽培しています。



・中山間地域等直接支払の対象地域に「指定棚田地域」を追加、棚田地域振興活動加算
(1万円/10a)を新設
・農林水産省の各補助事業における補助率の嵩上げ(50%→55％)や要件緩和措置の対象と
している条件不利地域に「指定棚田地域」を追加 等

講師の「小川氏」

《 「棚田地域振興法」について 》

○昨年6月、議員立法により「棚田地域振興法」が成立(令和元年8月16日施行)。法律に基
づく「棚田地域の振興に関する基本的な方針」が同年8月22日に閣議決定されました。
○多様な主体が参画する地域協議会による棚田を核とした地域振興の取組を関係府省庁横断
で総合的に支援する枠組みが構築されました。

指定棚田地域の指定申請(県、市町が提案可) 指定棚田地域振興協議会の組織、計画策定等の準備段階
から活動実施段階に至るまでの相談に応じる体制として
棚田地域振興コンシェルジュを選任。
当地域拠点の地方参事官が兵庫県内の地域担当。

指定棚田地域振興協議会を組織(市町村)

指定棚田地域振興活動計画の策定(協議会)

計画に基づく活動の実施(協議会)

棚田地域担当コンシェルジュの支援例

農林水産省の指定棚田地域への支援例（令和２年度）

協議会設立支援 → 例：活用可能な事業に関する情報提供等

計画策定支援 → 例：計画書作成にかかる助言等

活動実施支援 → 例：各事業実施手続に関する調整等

① 棚田地域の振興は、棚田地域の有する多面にわたる機能(農産物の供給、国土の保全、生
物の多様性の確保その他の自然環境の保全、良好な景観の形成等）が維持されるよう、棚田
等の保全を図るとともに、棚田地域における定住等及び国内外の地域との交流を促進するこ
とを旨として、行われなければならない。

② 棚田地域の振興に関する施策は、農業者、地域住民等による自主的努力の助長及び多様
な主体の連携・協力の促進を旨として、講ぜられなければならない。

《 棚田地域振興法の主なプロセス 》

公示 (国)〃

【基本理念（３条）】

【総務省】
・過疎地域等自立活性化推進交付金 ・「地域経済循環の創造」の推進に要する経費
【文化庁】
・文化的景観保護推進事業 ・日本遺産活性化推進事業
【国土交通省】
・地すべり対策事業 ・空き家対策の担い手強化・連携モデル事業
【観光庁】
・地域の観光資源を活用したプロモーション事業
【内閣府】
・地方創生推進交付金 ・地域活性化伝道師派遣制度 等

各府省庁の主な棚田地域振興関連予算一覧（令和２年度）

「地方創生、移住・定住の促進」「農村交流・体験」「文化的景観の保護」「国土の保全」「観光の
促進」「農業生産活動・加工・販売の促進」「自然環境の保全・鳥獣被害対策」等に活用可能。



今年７月に国際自然保護連合（IUCN）から世界の絶滅危惧種をまとめたレッドリストの最
新版が公表され、食用キノコの最高級品の松茸が認定されました。松茸が分布する松林の面積
が松枯れや伐採などにより過去50年間で3割以上減少しているそうです。松茸には別物でマツ
タケモドキ、バカマツタケやヤナギマツタケなどの種類もあり日本人に馴染み深いものです
が、高値の松茸が益々食卓から遠くなり「食べる」から「眺める」ものになりそうです。
（M.T）

編集後記

農政に関するご相談､事業や制度へのご意見･ご質問などがございましたら､お気軽に地方参事官
ホットラインまでお問い合わせ下さい｡また、広報誌に対するご意見等もお待ちしています。

TEL：078-331-5924 FAX：078-331-5177
2020.08

地 方 参 事 官 ホ ッ ト ラ イ ン

#元気いただきますプロジェクトが始まります！
～「あなたのひとくちが、ニッポンを元気にする。」～

新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛や輸出の停滞などによ
り、国産農林水産物等に在庫の滞留や価格の低下、売上げの減少等の影響
が生じています。適正な出荷時期を逃した農林水産物等はその価値を失っ
てしまい、「いのちを支える産業」の循環を次の世代へつないでいくこと
が困難となります。

そこで、農林水産省は、影響が顕著な品目について販売を促進し、消費者の皆様においしく
味わっていただく機会の提供、提案などを行うため、国産農林水産物等販売促進緊急対策を実
施しており、この度そのプロジェクト名称を「#元気いただきますプロジェクト」に決定しま
した。
今後、#元気いただきますプロジェクト事務局が、事業内容の周知や日本の食を担う生産者の
声などの紹介、販売促進活動を後押しするキャンペーンの展開などのPR活動を行います。

若手農業者による食育講座が開催されました。
～甲子園大学と連携～

兵庫県内の若手農業者４団体で構成する『「たべるをはじめる」
の会 』 ※は甲子園大学と連携し、管理栄養士を目指す学生を対
象とした「食育講座」を同大学において開催しました。

今年は、７月22日に、姫路市で米粉を主原料にした生パスタな
どの６次産業化に取り組む兵庫県青年農業士会の小川陽平氏、
養父市で自社生産の豚をブランド化し加工にも取り組むひょうご
アグリプリンセスの会の小田垣縁氏（青年農業士）を講師とした講座が開催されました。
８月26日には、兵庫楽農生活センターの農場等で収穫体験や施設見学が予定されています。

※「たべるをはじめる」の会は、兵庫県青年農業士会、兵庫県農業青年クラブ連絡協議会、
ひょうごアグリプリンセスの会、兵庫県農協青壮年部協議会で構成し、「食」と「農」を通
じ、「ふるさと兵庫の次代を担う子ども達の健康を守ること」を目的に組織された会です。
「身近で、新鮮、安全・安心なひょうごの農産物を美味しく、楽しく手軽に食べる、そんな食
生活を始めよう。」と提案し、甲子園大学と連携し「食育講座」を継続して実施しています。

同講座は、平成26年から始まり本年で７回目となります。座
学と体験の２回で構成されており、座学では農業者から生産に
対する思いや就農の経緯、農産物が消費者に届くまでの過程等
について学び、体験では、農場での収穫や調理の実体験によ
り、生産や流通現場の理解を深めています。


